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[長期総合計画] [事業基本情報]

分野別目標 1 ○ 管理経費

政 策 2

施 策 1 ○ 法定受託事務

取組方針 1

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長・Tel 清水　出 435-1233

関連課
現状維持 現状維持

１　事業内容

事
業
目
的

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算 決算 計画 決算

281,507 269,406 287,234 299,145 318,841 321,855 318,681

- - 2.0% 11.0% 11.0% 7.6% ▲100.0% 0.0% -

6,650 8,039 7,842 8,078 8,078 8,446 8,812

281 313 281 316 211 218 0

6,931 8,352 8,123 8,394 8,289 8,664 8,812

277,607 268,237 283,169 297,421 313,364 320,253
3,900 1,169 4,065 1,724 5,477 1,602
0.89 1.06 1.05 1.02 1.02 1.06 1.1

0.14 0.14 0.14 0.14 0.10 0.1 0

３　目標及び実績
単位 平成27年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 3 3

実績値 3 3

達成度(%) 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成度(%)

目標値 10 10

実績値 9 3

達成度(%) 90.0% 30.0%

目標値 30 10

実績値 15 5

達成度(%) 50.0% 50.0%

事
業
内
容

新規創業、起業を促すため起
業家支援資金融資制度を実施
し、利用者に対して利子を補
給。
○利子補給企業
15社　433,442円

○保証料補給企業
10件　467,728円

○シニア、女性利子補給企業
 9件　267,636円

新規創業、起業を促すため起
業家支援資金融資制度を実施
し、利用者に対して利子を補
給。
○利子補給企業
7社　236,026円

○保証料補給企業
 7件　467,632円
 
○シニア、女性利子補給企業
22件　1,020,228円

新規創業、起業を促すため起
業家支援資金融資制度を実施
し、利用者に対して利子又は
保証料を補給。
○利子補給企業
 5社　126,443円

○保証料補給企業
 2件　103,217円

○シニア、女性利子補給企業
 30件　1,372,519円

新規創業、起業を促すため起業
家支援資金融資制度を実施し、
利用者に対して利子又は保証料
を補給。

平成31年度

当初予算

▲0.1%

8,812

事業費 318,681

事業費等　（千円）
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

伸び率（％）

活
動
指
標

そ の 他

0

国庫支出金

県支出金

8,812

人件費

正規職員
正規職員以外

小計

平成28年度

所要人数
（人）

正規職員
正規職員以外

7

成
果
指
標

10

3

3

主な予算内訳

8

70.0%

53.8%

13

100.0%

中小企業融資制度資金預託金（起業家支援資金分） 313,430千円、シニア、女性起業家支援資金利子補給金 4,544千円、起業家支援資金保
証料補給金 694千円

1.1

中小企業融資制度のＰＲ回数

指標名

件/年度

起業家支援資金融資実行件数

起業家支援資金利子補給件数

件/年度

件

市　　債

313,430

0

5,251一般財源（税等）

金融対策費

一般会計

商工費

事　務　事　業　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

起業家支援資金融資制度及び保証料補給事業

事業区分(1)
事業経費

その他

新たな事業の創出と産学官金・異業種連携の促進

安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

その他

款

平成２９年度 平成３０年度平成２７年度 平成２８年度

（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 全体事業概要
１．新規創業・起業を目指す方のための起業家支援資金融資制度を実施
新規事業・起業を目指す方で融資を希望する方　→　金融機関（融資申込の受付、金融審査）
→　和歌山県信用保証協会（保証審査）　→　金融機関（融資実行）
※　市は、起業家支援資金融資制度の制度内容を金融機関と調整した上で設定し、制度実施のた
めの原資として金融機関に市資金を預託します。
２．平成２６年度までに融資を受けられた方が返済時に支払った利子のうち、３年間の利子の半
額及び全額（ＵＪＩターン起業者）の補給
３．平成２７年度以降に融資を受けられた方が支払った信用保証料の初年度分（１年分）を補給
４．平成２７年度以降に女性、若者／シニア起業家支援資金等の融資を受けられた方のうち、女
性及びシニア（５５歳以上）が返済時に支払った利子の年利率1.0％相当額を上限として支払利子
額の２分の１に相当する額を３年間補給

　本市における新規創業・起業を促し、活力ある経済社会を構
築するため起業家支援資金融資制度を実施し、融資実行者に対
し、保証料を補給します。
　また、日本政策金融公庫の女性、若者／シニア起業家支援資
金等を借り受けた方のうち、女性及びシニア（５５歳以上）を
対象に利子を補給します。

商工振興課

平成３１年度

事業期間 ～

大事業

項

金融対策事業

会計

中小企業融資事業中事業

会計・
予算区分

継続事業種別

新たな事業の創出と創業者の育成
事業区分(2)

自治事務

新たな事業の創出と産学官金・異業種連携の促進

商工費

目



４　事業の評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

５　今後の方向性（担当課評価）

充実

現状維持 ○

縮小

廃止

縮小 現状維持 拡大

評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき

横ばい 減少している

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか

中長期的に取り組む 緊急性は薄い

できない

[妥当性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい

他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む

一部見直しが必要

達成している(90%以上) おおむね達成(70～90%未満)

[有効性]上位施策への貢献度 貢献度は低い一定の貢献度がある重要かつ高い貢献度がある

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない

[効率性]事業費を抑制できるか

　コスト投入の方向性

達成していない(70%未満)

ゼロ

できない 制約はあるが可能性はある できる

見直しが必要

[効率性]受益者負担の見直し 適正 負担は求められない 見直しが必要

見直し・改善内容

平成２７年度から制度融資の取扱金融機関では変更できない保証料の一部を補給するよう見直し、また、貸付期間の延長、自
己資金要件の廃止などを条件を緩和している。また、創業に積極的に取り組んでいる日本政策金融公庫の「女性、若者／シニ
ア起業家支援資金融資制度」等により資金を借り受けた方のうち、女性及びシニア（５５歳以上）に対し、その利子の一部を補給
する事業もあわせて開始している。

担当課評価の根拠
　新規創業・起業を促すために起業家支援資金は中長期的に継続していくことが必要である。また資金を利用しやす
いものとするために保証料の補給も合わせて実施していくことが重要なので事業費を抑制することはできない。
　事業を継続して実施することで活力ある経済社会の構築に寄与していきたい。

事
業
内
容
の
方
向
性


